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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツ利用装置から出力されるコンテンツ利用装置ＩＤを取得するステップ
と、
　取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して、利用者に対して提示される一部のコンテ
ンツのリストである限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を送信すべきか判断
するステップと、
　前記コンテンツ利用装置に対して提示条件を送信するステップを備えており、
　前記コンテンツ利用装置は、第一種コンテンツ利用装置であり、
　前記コンテンツ利用装置ＩＤを取得した場合に、前記提示条件を送信すべきと判断した
ときには、
　前記コンテンツ利用装置ＩＤで識別した第一種コンテンツ利用装置に対して提示条件を
送信する制御方法。
【請求項２】
　前記第一種コンテンツ利用装置から送信された属性情報を受信するステップと、
　受信した属性情報を利用して、第一種コンテンツ利用装置にて利用の希望がある属性を
有するコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得
するステップを備える請求項１に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記第一種コンテンツ利用装置から出力されたコンテンツ利用装置ＩＤからコンテンツ
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利用装置のコンテンツの処理形態を識別するステップと、
　識別されたコンテンツの処理形態に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリ
ストを抽出するための提示条件を取得するステップを備える請求項１または２に記載の制
御方法。
【請求項４】
　前記第一種コンテンツ利用装置から送信された嗜好情報を受信するステップと、
　受信した嗜好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出する
ための提示条件を取得するステップを備える請求項１から３に記載の制御方法。
【請求項５】
　嗜好情報送信装置から送信された嗜好情報を受信するステップと、
　受信した嗜好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出する
ための提示条件を取得するステップを備える請求項１から４に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツサービスシステム、及び、提示条件サーバ装置等に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ネットワークに接続したコンテンツ利用装置が、サーバから利用可能なサー
ビスの一覧（サービスリスト）を取得して、このサービスリストに記載された情報に基づ
いて、ユーザにサービスの提供をする方法は一般的に行われている。また、特許文献１に
は、チャネル・リクエスト検査機能と、許可チャネル・リストとを備えたネットワーク・
アクセス・ユニットを用いて、ローカル・アクセス・ネットワーク上にセキュリティが確
保されたマルチキャストを提供する方法が開示されている。このとき、ユーザからのチャ
ネル・リクエストは上記許可チャネル・リストに関して検査され、許可されている場合の
み転送される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００４－５１５１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、サーバから取得したサービスリストに記載された情報に基づいて、ユー
ザにサービスの提供をする方法においては、一般的にサービスリストに記載されたサービ
スに等しく接続できるようになるだけである。同様に、上記特許文献１においては、ネッ
トワーク・アクセス・ユニットが、ネットワーク中継局から受信した許可チャネル・リス
トと、ユーザからの選局リクエストを照合し、当該チャネルへのアクセスを制御している
が、ユーザが選局を行う以前には何らの絞込みも行われない。つまり、受信が可能であっ
ても利用拒否したい場合（例えば、子供には見せたくないコンテンツなど）には、ユーザ
が選局を行わないようにするという消極的な手段しかない。このように、状況に応じて提
示されるサービスを変更することはできないため、ユーザのニーズに即しておらず、不便
であるという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る制御方法は、複数のコンテンツ利用装置から出力されるコンテンツ利用装
置ＩＤを取得するステップと、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して、利用者に対
して提示される一部のコンテンツのリストである限定コンテンツリストを抽出するための
提示条件を送信すべきか判断するステップと、前記コンテンツ利用装置に対して提示条件
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を送信するステップを備えており、前記コンテンツ利用装置は、第一種コンテンツ利用装
置であり、前記コンテンツ利用装置ＩＤを取得した場合に、前記提示条件を送信すべきと
判断したときには、前記コンテンツ利用装置ＩＤで識別した第一種コンテンツ利用装置に
対して提示条件を送信する。
【０００６】
　前記第一種コンテンツ利用装置から送信された属性情報を受信するステップと、受信し
た属性情報を利用して、第一種コンテンツ利用装置にて利用の希望がある属性を有するコ
ンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得する。
【０００７】
　前記第一種コンテンツ利用装置から出力されたコンテンツ利用装置ＩＤからコンテンツ
利用装置のコンテンツの処理形態を識別するステップと、識別されたコンテンツの処理形
態に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を
取得する。
【０００８】
　前記第一種コンテンツ利用装置から送信された嗜好情報を受信するステップと、受信し
た嗜好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提
示条件を取得する。
【０００９】
　嗜好情報送信装置から送信された嗜好情報を受信するステップと、受信した嗜好情報に
応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本件発明に係るコンテンツサービスシステムは、提示条件サーバ装置を設けて、コンテ
ンツ利用装置に対して所定の提示条件を送信することで、コンテンツリストの中から利用
者のニーズに即した一部のコンテンツのみがコンテンツ利用装置にて利用者に対して提示
されることになる。提示される情報が必要なものに限定されることによって、選択が容易
になり、利用者にとって利便性が高いといえる。また、受信が可能であっても利用拒否し
たい場合（例えば、子供には見せたくないコンテンツなど）には、状況に応じて提示され
るコンテンツを変更することができるため、安心である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１の概要を説明するための概念図（１）
【図２】実施形態１の概要を説明するための概念図（２）
【図３】実施形態１の機能ブロックを示した図（１）
【図４】実施形態１の機能ブロックを示した図（２）
【図５】実施形態１の機能ブロックを示した図（３）
【図６】実施形態１の機能ブロックを示した図（４）
【図７】実施形態１のハードウェア構成を示した図（１）
【図８】実施形態１のハードウェア構成を示した図（２）
【図９】実施形態１の処理の流れを示した図（１）
【図１０】実施形態１の処理の流れを示した図（２）
【図１１】実施形態２における実施例１の概要を説明するための概念図
【図１２】実施形態２における実施例１の機能ブロックを示した図
【図１３】実施形態２における実施例１のハードウェア構成を示した図
【図１４】実施形態２における実施例１の処理の流れを示した図
【図１５】実施形態２における実施例２の概要を説明するための概念図
【図１６】実施形態２における実施例２の機能ブロックを示した図
【図１７】実施形態２における実施例２のハードウェア構成を示した図
【図１８】実施形態２における実施例２の処理の流れを示した図
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【図１９】実施形態２における実施例３の概要を説明するための概念図
【図２０】実施形態２における実施例３の機能ブロックを示した図
【図２１】実施形態２における実施例３のハードウェア構成を示した図
【図２２】実施形態２における実施例３の処理の流れを示した図
【図２３】実施形態２における実施例４の概要を説明するための概念図
【図２４】実施形態２における実施例４の機能ブロックを示した図
【図２５】実施形態２における実施例４のハードウェア構成を示した図
【図２６】実施形態２における実施例４の処理の流れを示した図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、各発明を実施するための最良の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の
形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様
で実施しうる。実施形態１は、主に請求項１から４と、９から１１などについて説明する
。実施形態２は、主に請求項５から８などについて説明する。
【００１３】
　＜＜実施形態１＞＞
　＜実施形態１：概要＞　本実施形態は、複数のコンテンツサーバ装置と、コンテンツリ
ストサーバ装置と、提示条件サーバ装置と、複数のコンテンツ利用装置と、からなるコン
テンツサービスシステムである。
【００１４】
　図１は、本実施形態のコンテンツサービスシステムの一例を示すものである。本件は、
コンテンツ利用装置からの要求を受けたコンテンツサーバ装置が、ネットワーク上で利用
可能なコンテンツを提供することを目的とするコンテンツサービスシステムである。本シ
ステム内にコンテンツサーバ装置は複数存在するが、図１では（Ａ）と（Ｂ）の２つのみ
を示した。一例として、コンテンツサーバ装置（Ａ）では、事業者Ａによってコンテンツ
Ａ（例えば、映画コンテンツ）が提供され、コンテンツサーバ装置（Ｂ）では、事業者Ｂ
によってコンテンツＢ（例えば、スポーツコンテンツ）が提供されるとする。
【００１５】
　これら複数のコンテンツサーバ装置から提供されるコンテンツをまとめたリストである
コンテンツリストは、コンテンツリストサーバ装置に蓄積されており、コンテンツ利用装
置に対して配布される。このとき、提示条件サーバ装置は、配布されるコンテンツリスト
の中からコンテンツ利用装置にて利用者に対して提示される一部のコンテンツのリストで
ある限定コンテンツリストを抽出するための提示条件をコンテンツ利用装置に対して送信
する。コンテンツ利用装置は、この提示条件に基づいて、コンテンツリストサーバ装置か
ら限定コンテンツリストを受信して、コンテンツサーバ装置からコンテンツの提供を受け
る。
【００１６】
　ここで一例として、提示条件サーバ装置がコンテンツ利用装置（Ｘ）に対して、事業者
Ａの提供するコンテンツのみが利用者に対して提示されるようにするための提示条件を送
信したとする。このとき、コンテンツ利用装置（Ｘ）は、コンテンツリストサーバ装置か
ら配布されるコンテンツリストのうち、先の提示条件に基づいて、事業者Ａの提供するコ
ンテンツのみを含む限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対して提示する。コンテ
ンツ利用装置（Ｘ）の利用者は、限定コンテンツリストから適宜選択をするなどして、コ
ンテンツサーバ装置に対してコンテンツＡの要求を行ったとする。要求を受けたコンテン
ツサーバ装置からコンテンツＡが提供され、コンテンツサーバ装置にてコンテンツＡが利
用可能となる。
【００１７】
　また、本コンテンツサービスシステムは複数のコンテンツ利用装置が利用することを想
定しており、図１では（Ｘ）と（Ｙ）の２つのみを示した。ここで、コンテンツ利用装置
（Ｘ）は提示条件サーバ装置にアクセス可能な第一種コンテンツ利用装置であり、コンテ
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ンツ利用装置（Ｙ）は提示条件サーバ装置にはアクセス不能な第二種コンテンツ利用装置
であるとする。提示条件サーバ装置にアクセス可能なコンテンツ利用装置（Ｘ）は、提示
条件サーバ装置から提示条件を受信し、これに基づいてコンテンツリストから、一部のリ
ストである限定コンテンツリストを抽出して利用者に対して提示する。一方、提示条件サ
ーバ装置にはアクセス不能なコンテンツ利用装置（Ｙ）は、コンテンツリストサーバ装置
からコンテンツリストの全てを受信して利用者に対して全て提示することになる。全ての
選択肢から選択をしたいユーザは第二種コンテンツ利用装置を利用すればよく、本コンテ
ンツサービスシステムを利用するユーザの好みによって使い分けることができる点が有益
である。
【００１８】
　なお図２は、本実施形態のコンテンツサービスシステムの別の例を示すものである。コ
ンテンツ利用装置がコンテンツリストサーバ装置からコンテンツリストを受信する場合に
は、コンテンツリストの受信に先立って提示条件サーバ装置にアクセスするものとし、図
中の数字（１）～（３）で、本システム内での処理の流れの順序を示した。まず、コンテ
ンツ利用装置は、ネットワーク上で自身を識別させるためのＩＤであるコンテンツ利用装
置ＩＤを提示条件サーバ装置に出力する（１）。次に、提示条件サーバ装置が、そのコン
テンツ利用装置ＩＤで識別されるコンテンツ利用装置に対して提示条件を送信する（２）
。このとき、提示条件サーバ装置にて提示条件を送信すべきか判断処理が行われる。その
後、コンテンツ利用装置はコンテンツリストサーバ装置からコンテンツリストを受信して
、先の提示条件に基づいて、コンテンツリストの一部である限定コンテンツリストを抽出
して利用者に提示する（３）。
【００１９】
　＜実施形態１：機能的構成＞　図３～６は、本実施形態のコンテンツサービスシステム
における機能ブロックの一例を示したものである。なお、以下に記載する各機能ブロック
は、ハードウェア、またはメモリ上に展開しハードウェアを制御することでその作用が得
られるソフトウェア、またはハードウェア及びソフトウェアの組み合わせとして実現され
うる。具体的には、ＣＰＵ、メインメモリ、バス、あるいは二次記憶装置（ハードディス
ク、不揮発メモリ、ＣＤやＤＶＤなどの記憶メディアとそれらメディアの読取ドライブな
ど）、情報入力に利用される入力デバイス、印刷機器や表示装置、その他の外部周辺装置
などのハードウェア構成部、またその外部周辺装置用のインターフェース、通信用インタ
ーフェース、それらハードウェアを制御するためのドライバプログラムやその他アプリケ
ーションプログラム、ユーザ・インターフェース用アプリケーションなどが挙げられる。
あるいは本システムの機能ブロックは専用ハードウェアによって実現されてもよい。さら
に、メインメモリ上に展開したプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デバ
イスやその他インターフェースなどから入力され、メモリやハードディスク上に保持され
ているデータなどが加工、蓄積されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御する
ための命令が生成されたりする。
【００２０】
　さらに、この発明はシステムやそれを構成する装置として実現できるのみでなく、方法
としても実現可能である。また、このような発明の一部をソフトウェアとして構成するこ
ともできる。さらに、そのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用いる
ソフトウェア製品、及び同製品を固定した記録媒体も、当然にこの発明の技術的な範囲に
含まれる（本明細書の全体を通じて同様である。）
　図３は、本実施形態におけるコンテンツサービスシステムの機能ブロックの一例を示し
たものである。図３に示す本実施形態のコンテンツサービスシステムは、「コンテンツサ
ーバ装置」（０３０１）と、「コンテンツリストサーバ装置」（０３０２）と、「提示条
件サーバ装置」（０３０３）と、「コンテンツ利用装置」（０３０４）と、からなる。な
お、コンテンツサーバ装置（０３０１）と、コンテンツ利用装置（０３０４）とは、本シ
ステム内に複数存在し、各々の装置の称呼は複数の装置を総称している場合がある。
【００２１】
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　「コンテンツサーバ装置」（０３０１）は、ネットワーク上で利用可能なコンテンツを
コンテンツ利用装置（０３０４）に対して提供するサーバである。コンテンツとは、映像
、音声、文字、図形、色彩若しくはこれらを組み合わせたもの、又はこれらに係る情報を
、電子気計算機を介して提供するためのプログラムをいう。本件のコンテンツは、主に、
映画、テレビ番組、音楽、ゲームなどが該当する。コンテンツサーバ装置は、主にコンテ
ンツ提供者（事業者等）によって管理される。コンテンツ提供者は、提供するコンテンツ
や提供者の属性に関する情報などをまとめてリスト化し、後述のコンテンツリストサーバ
装置（０３０２）に送信して蓄積させる。また、後述のコンテンツ利用装置（０３０４）
を介して利用者がコンテンツの要求を行った場合には、要求に応じたコンテンツの提供を
行う。
【００２２】
　「コンテンツリストサーバ装置」（０３０２）は、複数のコンテンツサーバ装置（０３
０１）から提供されるコンテンツをまとめたリストであるコンテンツリストを配布するサ
ーバである。コンテンツリストとは、コンテンツ自体やコンテンツの提供者の属性に関す
る情報（例えば、コンテンツのタイトル、ジャンルなどの分類、視聴可能な年齢の区分、
処理形態、ボリューム、制作年月日、コンテンツ提供者名や、識別情報など）などをまと
めてリスト化したものをいう。コンテンツリストは、コンテンツ提供者や、複数のコンテ
ンツ事業者にサービスの場を提供するプラットフォーム事業者などから提供される場合が
ある。コンテンツリストサーバ装置は、コンテンツリストを蓄積しておいて、コンテンツ
利用装置に対して配布する。コンテンツリストの配布は、コンテンツ利用装置や提示条件
サーバ装置からの要求に応じて行われる場合や、一定期間経過ごとに行われる場合、コン
テンツリストに更新があった場合などに実行される。なお、コンテンツリストの配布は、
後述する提示条件サーバ装置にアクセス不能なコンテンツ利用装置に対してであっても実
行される。
【００２３】
　「提示条件サーバ装置」（０３０３）は、提示条件を送信するサーバである。提示条件
とは、限定コンテンツリストを抽出するための条件や、この条件を示すための情報をいう
。限定コンテンツリストとは、配布されるコンテンツリストの中からコンテンツ利用装置
にて利用者に対して提示される一部のコンテンツのリストをいう。例えば、特定のコンテ
ンツ提供者の提供するコンテンツのみを含む限定コンテンツリストがコンテンツ利用装置
にて利用者に対して提示されるようにするために、提示条件でコンテンツを提供する事業
者を限定することなどができる。あるいは、提示条件で、視聴できる年齢の区分や、コン
テンツ利用装置の処理形態、ユーザの嗜好に応じたジャンルを限定することもできる。（
詳細については、後述の実施形態２にて説明する。）
　「コンテンツ利用装置」（０３０４）は、コンテンツリストサーバ装置（０３０２）か
らコンテンツリストを受信して、コンテンツサーバ装置（０３０１）が提供するコンテン
ツを利用する装置である。コンテンツ利用装置は、提供されるコンテンツの利用が可能な
装置であれば特に限定せず、例えばテレビ装置、録画装置、ゲーム機、スマートフォンを
含む携帯端末装置などが挙げられる。利用者は、受信したコンテンツリストからコンテン
ツを選択して、コンテンツサーバ装置に対して要求を行うことによって、コンテンツの提
供を受けることができる。
【００２４】
　なお、図４には、コンテンツ利用装置には、提示条件サーバ装置にアクセス可能なもの
（第一種コンテンツ利用装置）と、アクセス不能なもの（第二種コンテンツ利用装置）が
含まれる場合の構成を示した。（０４０１から０４０４までの各構成要素については図３
と同様なため、説明は省略する。）第一種コンテンツ利用装置（０４０５）は、提示条件
サーバ装置から受信した提示条件を用いて、コンテンツリストサーバ装置から受信したコ
ンテンツリストから一部のリストである限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対し
て提示する。限定コンテンツリストは、例えば提示条件が、指定されたコンテンツ提供者
の提供するコンテンツのみを含む限定コンテンツリストを抽出するための条件であった場
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合には、第一種コンテンツ利用装置はコンテンツ提供者を識別するための情報をキーとし
てコンテンツリストを検索し、条件に合致したものを限定コンテンツリストとして抽出す
ることで生成する。
【００２５】
　一方の第二種コンテンツ利用装置（０４０６）は、提示条件サーバ装置にはアクセス不
能であるが、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリストを受信する。つまり、第
二種コンテンツ利用装置は、全てのコンテンツリストを受信し、利用者に対して全てのコ
ンテンツリストを提示する。
【００２６】
　また、図５には、第一種コンテンツ利用装置が事前アクセス部を有する場合の構成を示
した。（０５０１から０５０６までの各構成要素については図３、４と同様なため、説明
は省略する。）ここで、第一種コンテンツ利用装置（０５０５）は、「事前アクセス部」
（０５０７）を有するが、第二種コンテンツ利用装置は提示条件サーバ装置にはアクセス
不能なため事前アクセス部は有さない。
【００２７】
　第一種コンテンツ利用装置の「事前アクセス部」（０５０７）は、コンテンツリストサ
ーバ装置（０５０２）からコンテンツリストを受信する場合には、コンテンツリストの受
信に先立って提示条件サーバ装置（０５０３）にアクセスする。提示条件サーバ装置への
アクセスは、まず第一種コンテンツ利用装置からの提示条件の要求などが相当する（矢印
１）。このとき、後述するが、ネットワークで自身を識別させるためのＩＤであるコンテ
ンツ利用装置ＩＤを出力する場合などがある。これに対して、提示条件サーバ装置が提示
条件を送信する（矢印２）。続いて、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリスト
を受信する（矢印３）。第一種コンテンツ利用装置は、コンテンツリストを受信する際に
は、提示条件をすでに受信しているため、確実にコンテンツリストから限定コンテンツリ
ストを抽出することができる。なお、図示していないが、提示条件サーバ装置が、提示条
件を送信した後に、コンテンツリストサーバ装置に対して、第一種コンテンツ利用装置へ
のコンテンツリストの配布が可能である通知を行うとしてもよい。
【００２８】
　さらに、図６には、提示条件サーバが判断部等を有する場合の構成を示した。（０６０
１から０６０７までの各構成要素については図３から５と同様なため、説明は省略する。
）ここで、第一種コンテンツ利用装置（０６０５）は、「事前アクセス部」（０６０７）
と、「コンテンツ利用装置ＩＤ出力部」（０６０８）とを有し、提示条件サーバ装置（０
６０３）は、「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部」（０６０９）と、「判断部」（０６１０
）と、「提示条件送信部」（０６１１）とを有する。
【００２９】
　第一種コンテンツ利用装置の「コンテンツ利用装置ＩＤ出力部」（０６０８）は、コン
テンツ利用装置ＩＤを出力する。コンテンツ利用装置ＩＤとは、ネットワーク上でコンテ
ンツ利用装置自身を識別させるためのＩＤである。コンテンツ利用装置ＩＤの出力は、事
前アクセス部（０６０７）からの出力要求などに応じて行われる場合もある。
【００３０】
　提示条件サーバ装置（０６０３）の「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部」（０６０９）は
、第一種コンテンツ利用装置から出力されるコンテンツ利用装置ＩＤを取得する。コンテ
ンツ利用装置ＩＤからは、コンテンツ利用装置の製造元の事業者を識別する情報を導きだ
すことなどができる。
【００３１】
　提示条件サーバ装置（０６０３）の「判断部」（０６１０）は、取得したコンテンツ利
用装置ＩＤを利用して所定の提示条件を送信すべきか判断する。提示条件サーバ装置には
、提示条件が蓄積されており、例えば、「コンテンツ利用装置の製造元が事業者Ａの場合
には、コンテンツ提供者も同じ事業者Ａに限定する」、「コンテンツ利用装置の製造元が
事業者Ｂの場合には、コンテンツ提供者は事業者ＢとＣに限定する」という提示条件など
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が例示できる。この場合、コンテンツ利用装置ＩＤを利用してコンテンツ利用装置の製造
元の事業者を識別する情報を導きだし、対応する提示条件が存在するか検索処理を行う。
対応する提示条件が存在した場合には、その提示条件を送信すべきとの判断を行う。提示
条件についてのその他の例は、後述の実施形態２にて説明する。
【００３２】
　提示条件サーバ装置（０６０３）の「提示条件送信部」（０６２２）は、判断部での判
断結果が送信すべきとの判断結果である場合にそのコンテンツ利用装置ＩＤで識別される
第一種コンテンツ利用装置に対して提示条件を送信する。
【００３３】
　＜実施形態１：ハードウェア構成＞　図７は本実施形態のコンテンツサービスシステム
と、特にコンテンツ利用装置のハードウェア構成の一例を、図８は本実施形態の提示条件
サーバ装置のハードウェア構成の一例を示す概略図である。この図を利用して、コンテン
ツサービスシステムの各装置の処理実行におけるそれぞれのハードウェア構成部の働きに
ついて説明する。
【００３４】
　図７に示す本実施形態のコンテンツサービスシステムは、コンテンツサーバ装置（０７
０１）と、コンテンツリストサーバ装置（０７０２）と、提示条件サーバ装置（０７０３
）と、コンテンツ利用装置（０７１０）と、を有する。さらに、コンテンツ利用装置は、
「ＣＰＵ（中央演算装置）」（０７１１）と、「ＲＯＭ（記憶装置）」（０７１２）と、
「ＲＡＭ（メインメモリ）」（０７１３）と、「通信回路」（０７１４）と、「入力デバ
イス」（０７１５）と、「ディスプレイ」（０７１６）を備えており、ＲＡＭにプログラ
ムやデータが読み出され、ＣＰＵは読み出された当該プログラムを参照し、プログラムで
示される手順に従い、データに対する各種演算処理を実行する。これらは、システムバス
などのデータ通信経路によって相互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【００３５】
　ＲＯＭ（０７１２）は、ＣＰＵ（０７１１）にて実行される各種プログラムなどを記憶
しており、ＲＡＭ（０７１３）はＲＯＭに記憶されているプログラムを実行するために、
そのプログラムを読み出して展開する領域であるワーク領域と、データなどを一時的に格
納するデータ領域とを提供する。このとき、ＲＡＭにプログラムやデータが読み出され、
ＣＰＵは読み出された当該プログラムを参照し、ＲＯＭやＲＡＭのメモリアドレスを特定
しアクセスすることで相互にデータのやり取りを行い、プログラムで示される手順に従い
データに対する各種演算処理を実行することが可能となっている。以上が各ハードウェア
構成の機能である（本明細書において同様である。）。
【００３６】
　ここから、本件コンテンツ利用装置（０７１０）における、処理についての手順を追っ
て説明する。まず、コンテンツ利用装置の立ち上げに伴い、ＲＯＭに記憶されている各プ
ログラム（コンテンツ利用装置ＩＤ出力プログラム、提示条件判定プログラム）がＲＡＭ
のワーク領域に展開される。例えば、ユーザから入力デバイスを介して、コンテンツ利用
装置ＩＤの出力要求の操作を受け付けた場合にはこれがトリガとなり、ＣＰＵはＲＡＭの
ワーク領域に展開されたコンテンツ利用装置ＩＤ出力プログラムを実行する。コンテンツ
利用装置ＩＤ出力プログラムは、ＲＯＭからコンテンツ利用装置ＩＤを読み出し、通信回
路（０７１４）を介して提示条件サーバ装置に対して出力する。なお、コンテンツ利用装
置ＩＤ出力プログラムの実行は、図示していないが、タイマによるカウントで一定時間経
過するごとに、行われるとしてもよい。
【００３７】
　提示条件サーバ装置（０７０３）から提示条件が返信された場合には（提示条件サーバ
における処理については後述する。）、コンテンツ利用装置は通信回路を介してこれを受
信し、一旦ＲＡＭのデータ領域などに格納しておく。これがトリガとなり、ＣＰＵはＲＡ
Ｍのワーク領域に展開された提示条件判定プログラムを実行する。また、コンテンツ利用
装置は提示条件サーバ装置にアクセスしたことによって、コンテンツリストの受信が可能
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となり、コンテンツリストサーバ装置から配布されるコンテンツリストを、通信回路を介
して受信し、一旦ＲＡＭのデータ領域などに格納する。
【００３８】
　次に、提示条件判定プログラムは、提示条件を用いて、コンテンツリストの中から一部
のコンテンツのみが提示されるように判定処理を行う。具体的には、提示条件判定プログ
ラムは、ＲＡＭからコンテンツリストと、提示条件とを読み出し、例えば、提示条件がコ
ンテンツ提供者を限定するものであった場合には、コンテンツリストに含まれるコンテン
ツ提供者の識別情報と提示条件との比較処理を実行する。提示条件と合致するコンテンツ
提供者の識別情報がコンテンツリストに含まれていた場合には、当該コンテンツを限定コ
ンテンツリストとして抽出してＲＡＭに格納する。
【００３９】
　図８は、本実施形態の提示条件サーバ装置のハードウェア構成の一例を表す図である。
この図にあるように、提示条件サーバ装置は、「ＣＰＵ」（０８０１）と、「ＲＡＭ／メ
インメモリ」（０８０２）を備えており、ＲＡＭにプログラムやデータが読み出され、Ｃ
ＰＵは読み出された当該プログラムを参照し、プログラムで示される手順に従いデータに
対する各種演算処理を実行する。これにより判断部の機能やその他構成要件の演算処理に
係る機能が実現される。また提示条件サーバ装置は、各種データを保持する「ＨＤＤ」（
０８０３）や、コンテンツ利用装置ＩＤ取得部である「通信回路」（０８０４）も備えて
いる。なお、ＨＤＤには提示条件が保持されている。またその他としては、提示条件には
コンテンツの属性を示す属性情報やユーザの利用コンテンツに関する嗜好を示す嗜好情報
などが含まれている場合があるが、これらについては、後の実施形態にて詳述する。
【００４０】
　続いて、本実施形態の提示条件サーバ装置における処理についての手順を追って説明す
る。まず、コンテンツ利用装置から出力されたコンテンツ利用装置ＩＤを、通信回路を介
して受信し、一旦ＲＡＭのデータ領域などに格納しておく。これがトリガとなり、ＣＰＵ
はＲＡＭのワーク領域に展開された判断プログラムを実行する。判断プログラムは、取得
したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して所定の提示条件を送信すべきか判断する。つまり
、ＣＰＵはＨＤＤに保持されている提示条件を読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキー
として、提示条件を検索する。例えば、コンテンツ利用装置ＩＤに含まれるコンテンツ利
用装置の製造元の事業者を識別する情報を導き出し、これを含む提示条件が蓄積されてい
ないか検索する。対応するものが見つかった場合には、通信回路を介して提示条件をコン
テンツ利用装置に対して送信する。
【００４１】
　＜実施形態１：処理の流れ＞　図９と図１０は、本実施形態のコンテンツサービスシス
テムにおける処理の流れの一例を示したものである。なお、以下に示す処理の流れは、計
算機に実行させるためのプログラムで実行することができ、またこのプログラムを計算機
によって読取り可能な記録媒体に記録することができる。（本明細書のその他の処理の流
れについても同様である。）
　まず、図９を用いて、本実施形態のコンテンツサービスシステムにおける一連の処理の
流れを説明する。コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置に対して、コンテンツ利用
装置ＩＤを出力し（Ｓ０９０１）、これを受けて提示条件サーバ装置は提示条件を送信す
る（Ｓ０９０２）。
【００４２】
　次に、コンテンツ利用装置は、コンテンツリストサーバ装置に対して、コンテンツリス
トを要求し（Ｓ０９０３）、これを受けてコンテンツリストサーバ装置はコンテンツリス
トを配布する（Ｓ０９０４）。その後、コンテンツ利用装置では、先に受信した提示条件
に基づいて、コンテンツリストから限定コンテンツリストを抽出する（Ｓ０９０５）。さ
らに、コンテンツ利用装置において、利用者がコンテンツの選択を実行できるように限定
コンテンツリストを提示する（Ｓ０９０６）。
【００４３】
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　選択されたコンテンツは、コンテンツサーバ装置に対して要求が行われ（Ｓ０９０７）
これを受けてコンテンツサーバ装置はコンテンツを提供する（Ｓ０９０８）。
【００４４】
　また図１０を用いて、コンテンツ利用装置と提示条件サーバ装置間のやり取りに焦点を
当てた処理の流れを説明する。コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置に対して、コ
ンテンツ利用装置ＩＤを出力し（Ｓ１００１）、提示条件サーバ装置はこれを取得する（
Ｓ１００２）。
【００４５】
　次に、提示条件サーバ装置は、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して所定の提示
条件を送信すべきか判断する（Ｓ１００３）。提示条件サーバ装置は、判断結果が送信す
べきとの判断結果である場合には、そのコンテンツ利用装置ＩＤで識別されるコンテンツ
利用装置に対して提示条件を送信し（Ｓ１００４）、判断結果が送信すべきでないとの判
断結果である場合には、処理を終了する。
【００４６】
　続いて、コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置から提示条件を受信する（Ｓ１０
０５）。また、コンテンツ利用装置は、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリス
トを受信する（Ｓ１００６）。その後、コンテンツ利用装置は、提示条件に基づいて、コ
ンテンツリストに受信を許可するコンテンツが含まれているか判断を行う（Ｓ１００７）
。受信を許可するコンテンツリストであるとの判断結果の場合には、コンテンツリストの
一部のリストである限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対して提示し（Ｓ１００
８）、利用者はコンテンツを選択するなどして、コンテンツの提供を受ける（Ｓ１００９
）。受信を許可するコンテンツリストはないとの判断結果の場合には、処理を終了する。
【００４７】
　＜実施形態１：効果＞　本実施形態の発明に係るコンテンツサービスシステムは、提示
条件サーバ装置を設けて、コンテンツ利用装置に対して所定の提示条件を送信することで
、コンテンツリストの中から利用者のニーズに即した一部のコンテンツのみがコンテンツ
利用装置にて利用者に対して提示されることになる。提示される情報が必要なものに限定
されることによって、選択が容易になり、利用者にとって利便性が高いといえる。また逆
に、全ての選択肢から選択をしたいユーザは第二種コンテンツ利用装置を利用すればよく
、本コンテンツサービスシステムを利用するユーザの好みによって使い分けることができ
る点が有益である。
＜＜実施形態２＞＞
　＜実施形態２：概要＞　本実施形態は、コンテンツ利用装置からコンテンツ利用装置Ｉ
Ｄに加えて、利用を希望するコンテンツの属性を示す属性情報など様々なバリエーション
のある情報を送信して、これを受信した提示条件サーバ装置はそれぞれの情報を利用して
限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を送信することに特徴を有するコンテン
ツサービスシステムである。
【００４８】
　＜実施形態２：実施例１の概要＞図１１は、本実施例のコンテンツサービスシステムの
一例を示すものである。まず、コンテンツ利用装置から利用を希望するコンテンツの属性
を示す属性情報を送信する。属性情報の送信は、例えば、家族でコンテンツを視聴してい
ることをコンテンツ利用装置のボタン操作などで入力することによって、Ｒ指定のないコ
ンテンツを希望する旨の属性情報が送信できる（１）。これを受信した提示条件サーバ装
置は、その属性情報を利用して、コンテンツ利用装置にて利用の希望がある属性を有する
コンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得して送
信する（２）。ここでは、Ｒ指定のあるコンテンツＢが限定コンテンツリストから除外さ
れるような提示条件が返信される。一方、コンテンツ利用装置では、この提示条件に基づ
いてコンテンツリストから限定コンテンツリストを抽出する（３）。ここでは、コンテン
ツＡなどを含む限定コンテンツリストが抽出され、利用者に対して提示される。
【００４９】
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　＜実施形態２：実施例１の機能的構成＞　図１２は、本実施例におけるコンテンツサー
ビスシステムの機能ブロックの一例を示したものである。図１２に示す本実施形態のコン
テンツサービスシステムは、「コンテンツサーバ装置」（１２０１）と、「コンテンツリ
ストサーバ装置」（１２０２）と、「提示条件サーバ装置」（１２０３）と、「コンテン
ツ利用装置」と、からなる。ここで、コンテンツ利用装置は提示条件サーバ装置にアクセ
ス可能であるため「第一種コンテンツ利用装置」（１２０５）であり、第一種コンテンツ
利用装置は、「事前アクセス部」（１２０７）と、「コンテンツ利用装置ＩＤ出力部」（
１２０８）と、さらに「属性情報送信部」（１２１２）とを有する。また、提示条件サー
バ装置は、「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部」（１２０９）と、「判断部」（１２１０）
と、「提示条件送信部」（１２１１）と、さらに、「属性情報受信部」（１２１３）とを
有し、提示条件送信部（１２１１）はさらに、「属性提示条件取得手段」（１２１４）を
する。なお、１２０１から１２１１までの各構成要素については図３から６と同様なため
、説明は省略する。
【００５０】
　第一種コンテンツ利用装置の「属性情報送信部」（１２１２）は、属性情報を提示条件
サーバ装置に対して送信する。属性情報とは、利用を希望するコンテンツの属性を示す情
報をいう。コンテンツの属性とは、例えば、コンテンツ視聴の際に、そのコンテンツを視
聴できる年齢や、その年齢制限の区分などが該当する。属性情報の送信は、第一種コンテ
ンツ利用装置の利用者が入力操作を行うことによって実行される。具体的には、家族で視
聴する等の視聴状況をボタン操作などで入力することで、家族の年齢に応じた所定の区分
などが属性情報として送信される。なお、第一種コンテンツ利用装置に予め、家族各人の
年齢に応じた適切な区分を設定して保持しておいて、これを属性情報として読み出すこと
などを想定している。
【００５１】
　提示条件サーバ装置の「属性情報受信部」（１２１３）は、第一種コンテンツ利用装置
から送信された属性情報を受信する。第一種コンテンツ利用装置から属性情報として、視
聴者の年齢が送信された場合には、提示条件サーバ装置にて、年齢と対応する区分のテー
ブルデータを保持しておいて、対比を行い、年齢に応じた適切な区分を導き出すとしても
よい。
【００５２】
　提示条件サーバ装置の提示条件送信部の「属性提示条件取得手段」（１２１４）は、受
信した属性情報を利用して、第一種コンテンツ利用装置にて利用の希望がある属性を有す
るコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得する
。具体的には、属性情報が「Ｇ」区分（あらゆる年齢層が鑑賞できるコンテンツ）を示す
ものであった場合には、Ｒ指定のあるコンテンツについては排除するような提示条件を取
得する。
【００５３】
　＜実施形態２：実施例１のハードウェア構成＞　図１３は本実施例のコンテンツサービ
スシステムのうち、特にコンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装置のハードウェア構成
の一例を示す概略図である。この図を利用して、コンテンツサービスシステムの各装置の
処理実行におけるそれぞれのハードウェア構成部の働きについて説明する。
【００５４】
　コンテンツ利用装置（１３１０）は、「ＣＰＵ（中央演算装置）」（１３１１）と、「
ＲＯＭ（記憶装置）」（１３１２）と、「ＲＡＭ（メインメモリ）」（１３１３）と、「
通信回路」（１３１４）を備えており、図では省略したが、その他入力デバイスやディス
プレイなどを備える。また、提示条件サーバ装置（１３２０）は、「ＣＰＵ（中央演算装
置）」（１３２１）と、「ＨＤＤ」（１３２２）と、「ＲＡＭ（メインメモリ）」（１３
２３）と、「通信回路」（１３２４）を備えている。すでに、コンテンツ利用装置と、提
示条件サーバ装置のハードウェア構成については図７、８を用いて説明したので、新規な
部分を中心に説明する。
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【００５５】
　まず、コンテンツ利用装置（１３１０）がユーザから入力デバイスを介して、属性情報
の送信の操作を受け付けた場合にはこれがトリガとなり、ＣＰＵ（１３１１）はＲＡＭ（
１３１３）のワーク領域に展開された属性情報送信プログラムを実行する。属性情報送信
プログラムは、属性情報を提示条件サーバ装置（１３２０）に対して通信回路（１３１４
）を介して送信する。属性情報の送信の操作は、家族で視聴する等の視聴状況や、視聴者
の年齢などの入力が該当し、これらの情報を入力することで、属性情報として家族の年齢
に応じた所定の区分が属性情報として送信される。具体的には、年齢とコンテンツを視聴
できる年齢制限の区分との対応関係を示すテーブルが予めＲＯＭ（１３１２）に保持され
ていて、視聴者の年齢を入力するとこれをキーとして検索処理が行われ、年齢制限の区分
、つまり属性情報が導き出される。なお、家族で視聴する等の視聴状況が入力された場合
には、予め入力して設定されている家族の年齢データが読み出され、最も低い年齢をキー
として検索処理が行われて属性情報が導き出される。
【００５６】
　続いて、提示条件サーバ装置（１３２０）は、コンテンツ利用装置（１３１０）から送
信された属性情報を、通信回路（１３２４）を介して受信し、一旦ＲＡＭ（１３２３）の
データ領域などに格納しておく。このとき、コンテンツ利用装置ＩＤも同様にＲＡＭのデ
ータ領域などに格納されており、これをトリガとして判断プログラムが実行される。判断
プログラムは、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して所定の提示条件を送信すべき
か判断する。つまり、ＣＰＵ（１３２１）はＨＤＤ（１３２２）に保持されている提示条
件を読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキーとして検索を行う。このとき、ＨＤＤには
属性情報に関する提示条件も保持されている。属性情報が「Ｇ」区分（あらゆる年齢層が
鑑賞できるコンテンツ）を示すものであった場合には、先にコンテンツ利用装置ＩＤをキ
ーとして検索して取得した条件に、Ｒ指定のあるコンテンツについては排除するものであ
ることも加えて提示条件とする。該当する提示条件は、通信回路を介してコンテンツ利用
装置に対して送信する。
【００５７】
　コンテンツ利用装置では、受信した提示条件を用いてコンテンツリストから限定コンテ
ンツリストを抽出する。例えば、提示条件がコンテンツ提供者を限定するものであった場
合には、コンテンツリストに含まれるコンテンツ提供者の識別情報と提示条件との比較処
理を実行する。提示条件と合致するコンテンツ提供者の識別情報がコンテンツリストに含
まれていた場合には、当該コンテンツを限定コンテンツリストとして抽出する。さらに、
提示条件でコンテンツの属性の区分を限定するものであった場合には、コンテンツリスト
に含まれるコンテンツの属性区分と提示条件との比較処理を実行する。提示条件と合致す
るコンテンツの属性区分がコンテンツリストに含まれていた場合には、さらに当該コンテ
ンツを限定コンテンツリストとして抽出してＲＡＭに格納する。（以降は実施形態１と同
様である。）
　＜実施形態２：実施例１の処理の流れ＞　図１４は、本実施例のコンテンツサービスシ
ステムにおけるコンテンツ利用装置と提示条件サーバ装置間のやり取りに焦点を当てた処
理の流れの一例を説明する。コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置に対して、コン
テンツ利用装置ＩＤと、属性情報を送信し（Ｓ１４０１）、提示条件サーバ装置はこれを
受信する（Ｓ１４０２）。次に、提示条件サーバ装置は、取得したコンテンツ利用装置Ｉ
Ｄを利用して所定の提示条件を送信すべきか判断する（Ｓ１４０３）。提示条件サーバ装
置は、判断結果が送信すべきとの判断結果である場合には、受信した属性情報を利用して
、コンテンツ利用装置にて利用の希望がある属性を有するコンテンツのリストを含む限定
コンテンツリストが提示されるようにするための提示条件を取得する（Ｓ１４０４）。続
いて、コンテンツ利用装置ＩＤで識別されるコンテンツ利用装置に対して取得した提示条
件を送信し（Ｓ１４０５）、判断結果が送信すべきでないとの判断結果である場合には、
処理を終了する。
【００５８】
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　続いて、コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置から提示条件を受信する（Ｓ１４
０６）。また、コンテンツ利用装置は、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリス
トを受信する（Ｓ１４０７）。その後、コンテンツ利用装置は、提示条件に基づいて、コ
ンテンツリストが受信を許可するコンテンツが含まれているか判断を行う（Ｓ１４０８）
。受信を許可するコンテンツリストが含まれているとの判断結果の場合には、コンテンツ
リストの一部のリストである限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対して提示し（
Ｓ１４０９）、利用者はコンテンツを選択するなどして、コンテンツの提供を受ける（Ｓ
１４１０）。受信を許可するコンテンツリストはないとの判断結果の場合には、処理を終
了する。
【００５９】
　＜実施形態２：実施例１の効果＞　本実施例の発明に係るコンテンツサービスシステム
は、利用を希望するコンテンツの属性を示す属性情報を利用して限定コンテンツリストが
提示されるようにすることで、利用者の視聴状況に応じたコンテンツのみがコンテンツ利
用装置にて利用者に対して提示されることになる。提示される情報が適切なものに限定さ
れることによって、性、暴力、残虐、麻薬などの反社会的な描写のあるコンテンツなどを
子供が視聴することのないように排除することができ、安心である。
【００６０】
　＜実施形態２：実施例２の概要＞図１５は、本実施例のコンテンツサービスシステムの
一例を示すものである。まず、コンテンツ利用装置（Ｘ）と（Ｙ）はコンテンツ利用装置
ＩＤを出力する（１）。これを受信した提示条件サーバ装置は、それらのコンテンツ利用
装置ＩＤからコンテンツ利用装置のコンテンツの処理形態を識別し、その識別された処理
形態に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件
を取得して送信する（２）。ここでは、コンテンツ利用装置（Ｘ）は例えばテレビなどデ
ジタル放送や衛星放送などのコンテンツを再生する処理形態で、コンテンツ利用装置（Ｙ
）はスマートフォンなどインターネットに接続して様々なアプリケーションなどのコンテ
ンツをダウンロードする処理形態であるとする。このとき、それぞれのコンテンツ利用装
置に対してその処理形態に応じて、例えばコンテンツ利用装置（Ｘ）に対しては映画等の
、コンテンツ利用装置（Ｙ）に対しては音楽再生アプリケーション等のコンテンツのリス
トを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件が送信される。これを受けて、
コンテンツ利用装置では、受信した提示条件に基づいてコンテンツリストから限定コンテ
ンツリストを抽出する（３）。ここでは、コンテンツ利用装置（Ｘ）においては映画等の
コンテンツＡなどを、コンテンツ利用装置（Ｙ）においては音楽再生アプリケーション等
のコンテンツＢなどを含む限定コンテンツリストが抽出され、利用者に対して提示される
。
【００６１】
　＜実施形態２：実施例２の機能的構成＞　図１６は、本実施例におけるコンテンツサー
ビスシステムの機能ブロックの一例を示したものである。図１６に示す本実施形態のコン
テンツサービスシステムは、「コンテンツサーバ装置」（１６０１）と、「コンテンツリ
ストサーバ装置」（１６０２）と、「提示条件サーバ装置」（１６０３）と、「コンテン
ツ利用装置」と、からなる。ここで、コンテンツ利用装置は提示条件サーバ装置にアクセ
ス可能であるため「第一種コンテンツ利用装置」（１６０５）であり、第一種コンテンツ
利用装置は、「事前アクセス部」（１６０７）と、「コンテンツ利用装置ＩＤ出力部」（
１６０８）とを有する。また、提示条件サーバ装置は、「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部
」（１６０９）と、「判断部」（１６１０）と、「提示条件送信部」（１６１１）と、さ
らに、「処理形態識別部」（１６１５）とを有し、提示条件送信部（１６１１）はさらに
、「処理形態別提示条件取得手段」（１６１６）をする。なお、１６０１から１６１１ま
での各構成要素については図３から６と同様なため、説明は省略する。また、本機能ブロ
ックは、実施形態１をベースにしたものであるが、コンテンツ利用装置の属性情報送信部
、提示条件サーバ装置の属性情報受信部と、属性提示条件取得手段を有する場合がある。
【００６２】
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　提示条件サーバ装置の「処理形態識別部」（１６１５）は、第一種コンテンツ利用装置
から出力されたコンテンツ利用装置ＩＤからコンテンツ利用装置のコンテンツの処理形態
を識別する。コンテンツ利用装置ＩＤには、コンテンツ利用装置を識別させるためのＩＤ
として、機種や製造元などの情報を含むが、この情報を利用してコンテンツの処理形態を
識別する。具体的には、コンテンツ利用装置（Ｘ）の機種が例えばテレビであれば、デジ
タル放送や衛星放送などのコンテンツを再生する処理形態であると識別でき、コンテンツ
利用装置（Ｙ）の機種が例えばスマートフォンであれば、インターネットに接続して様々
なアプリケーションなどのコンテンツをダウンロードする処理形態であると識別できる。
【００６３】
　提示条件サーバ装置の提示条件送信部の「処理形態別提示条件取得手段」（１６１６）
は、識別されたコンテンツの処理形態に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツ
リストを抽出するための提示条件を取得する。例えば、デジタル放送や衛星放送などのコ
ンテンツを再生する処理形態に対しては映画等のコンテンツのリストを、インターネット
に接続して様々なアプリケーションなどのコンテンツをダウンロードする処理形態に対し
ては音楽再生アプリケーション等のコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽
出するための提示条件を取得する。
【００６４】
　＜実施形態２：実施例２のハードウェア構成＞　図１７は本実施例のコンテンツサービ
スシステムのうち、特にコンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装置のハードウェア構成
の一例を示す概略図である。すでに、コンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装置のハー
ドウェア構成については図１２を用いて説明したので、新規な部分を中心に説明する。
【００６５】
　まず、コンテンツ利用装置（１７１０）がユーザから入力デバイスを介して、コンテン
ツ利用装置ＩＤの送信の操作を受け付けた場合には、通信回路（１７１４）を介して提示
条件サーバ装置（１７２０）に対してコンテンツ利用装置ＩＤを送信する。続いて、提示
条件サーバ装置は、送信されたコンテンツ利用装置ＩＤを、通信回路（１７２４）を介し
て受信し、一旦ＲＡＭ（１７２３）のデータ領域などに格納しておく。これをトリガとし
て判断プログラムとともに、処理形態識別プログラムが実行される。処理形態識別プログ
ラムは、コンテンツ利用装置ＩＤからコンテンツ利用装置のコンテンツの処理形態を識別
する。コンテンツ利用装置ＩＤには、コンテンツ利用装置を識別させるためのＩＤとして
、機種や製造元などの情報を含むが、この情報を利用してコンテンツの処理形態を識別す
る。具体的には、ＣＰＵ（１７２１）はＨＤＤ（１７２２）に保持されている処理形態テ
ーブルを読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキーとして、処理形態情報を検索して特定
する。処理形態のテーブルにコンテンツ利用装置ＩＤと紐付けられた処理形態情報が存在
した場合には、一旦ＲＡＭに処理形態情報を格納しておいて、さらに判断プログラムを実
行する。
【００６６】
　判断プログラムは、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して所定の提示条件を送信
すべきか判断する。つまり、ＣＰＵ（１７２１）はＨＤＤ（１７２２）に保持されている
提示条件を読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキーとして検索を行う。また、ＨＤＤに
は処理形態情報に関する提示条件も保持されている。処理形態情報が「アプリケーション
のダウンロード処理」を示すものであった場合には、先にコンテンツ利用装置ＩＤをキー
として検索して取得した条件等に、スマートフォンに対応することも加えて提示条件とす
る。該当する提示条件は、通信回路を介してコンテンツ利用装置に対して送信する。
【００６７】
　コンテンツ利用装置では、受信した提示条件を用いてコンテンツリストから限定コンテ
ンツリストを抽出する。例えば、提示条件がコンテンツ提供者を限定するものであった場
合には、コンテンツリストに含まれるコンテンツ提供者の識別情報と提示条件との比較処
理を実行する。提示条件と合致するコンテンツ提供者の識別情報がコンテンツリストに含
まれていた場合には、当該コンテンツを限定コンテンツリストとして抽出する。さらに、
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提示条件でコンテンツの処理形態を限定するものであった場合には、コンテンツリストに
含まれるコンテンツの処理形態と提示条件との比較処理を実行する。提示条件と合致する
コンテンツの処理形態がコンテンツリストに含まれていた場合には、さらに当該コンテン
ツを限定コンテンツリストとして抽出してＲＡＭに格納する。（以降は実施形態１と同様
である。）
　＜実施形態２：実施例２の処理の流れ＞　図１８は、本実施例のコンテンツサービスシ
ステムにおけるコンテンツ利用装置と提示条件サーバ装置間のやり取りに焦点を当てた処
理の流れの一例を説明する。コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置に対して、コン
テンツ利用装置ＩＤを出力し（Ｓ１８０１）、提示条件サーバ装置はこれを取得する（Ｓ
１８０２）。次に、提示条件サーバ装置は、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して
所定の提示条件を送信すべきか判断する（Ｓ１８０３）。提示条件サーバ装置は、判断結
果が送信すべきとの判断結果である場合には、出力されたコンテンツ利用装置ＩＤからコ
ンテンツ利用装置のコンテンツの処理形態を識別し（Ｓ１８０４）、識別されたコンテン
ツの処理形態に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための
提示条件を取得する（Ｓ１８０５）。続いて、コンテンツ利用装置ＩＤで識別されるコン
テンツ利用装置に対して取得した提示条件を送信し（Ｓ１８０６）、判断結果が送信すべ
きでないとの判断結果である場合には、処理を終了する。
【００６８】
　続いて、コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置から提示条件を受信する（Ｓ１８
０７）。また、コンテンツ利用装置は、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリス
トを受信する（Ｓ１８０８）。その後、コンテンツ利用装置は、提示条件に基づいて、コ
ンテンツリストが受信を許可するコンテンツが含まれているか判断を行う（Ｓ１８０９）
。受信を許可するコンテンツリストが含まれているとの判断結果の場合には、コンテンツ
リストの一部のリストである限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対して提示し（
Ｓ１８１０）、利用者はコンテンツを選択するなどして、コンテンツの提供を受ける（Ｓ
１８１１）。受信を許可するコンテンツリストはないとの判断結果の場合には、処理を終
了する。
【００６９】
　＜実施形態２：実施例２の効果＞　本実施例の発明に係るコンテンツサービスシステム
は、コンテンツ利用装置のコンテンツの処理形態を識別して限定コンテンツリストが提示
されるようにすることで、コンテンツ利用装置の処理能力に応じたコンテンツのみが利用
者に対して提示されることになる。提示される情報が利用可能なものだけに限定されるこ
とによって、選択が容易になり、利用者にとって利便性が高いといえる。
【００７０】
　＜実施形態２：実施例３の概要＞図１９は、本実施例のコンテンツサービスシステムの
一例を示すものである。まず、ユーザはコンテンツ利用装置にて自身の利用コンテンツに
関する嗜好を示す嗜好情報を入力することで送信する（１）。ここでは、ユーザが興味の
あるジャンルとして、コンテンツ利用装置（Ｘ）からは映画を、コンテンツ利用装置（Ｙ
）からはスポーツを入力したとする。提示条件サーバ装置は、嗜好情報を受信して、受信
した嗜好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための
提示条件を取得して送信する（２）。このとき、それぞれのコンテンツ利用装置に対して
その嗜好情報に応じて、例えばコンテンツ利用装置（Ｘ）に対しては映画等の、コンテン
ツ利用装置（Ｙ）に対してはスポーツ等のコンテンツのリストを含む限定コンテンツリス
トを抽出するための提示条件が送信される。これを受けて、コンテンツ利用装置では、受
信した提示条件に基づいてコンテンツリストから限定コンテンツリストを抽出する（３）
。ここでは、コンテンツ利用装置（Ｘ）においては映画等のコンテンツＡなどを、コンテ
ンツ利用装置（Ｙ）においてはスポーツ等のコンテンツＢなどを含む限定コンテンツリス
トが抽出され、利用者に対して提示される。
【００７１】
　＜実施形態２：実施例３の機能的構成＞　図２０は、本実施例におけるコンテンツサー
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ビスシステムの機能ブロックの一例を示したものである。図２０に示す本実施形態のコン
テンツサービスシステムは、「コンテンツサーバ装置」（２００１）と、「コンテンツリ
ストサーバ装置」（２００２）と、「提示条件サーバ装置」（２００３）と、「コンテン
ツ利用装置」と、からなる。ここで、コンテンツ利用装置は提示条件サーバ装置にアクセ
ス可能であるため「第一種コンテンツ利用装置」（２００５）であり、第一種コンテンツ
利用装置は、「事前アクセス部」（２００７）と、「コンテンツ利用装置ＩＤ出力部」（
２００８）と、さらに「嗜好情報送信部」（２０１７）とを有する。また、提示条件サー
バ装置は、「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部」（２００９）と、「判断部」（２０１０）
と、「提示条件送信部」（２０１１）と、さらに、「嗜好情報受信部」（２０１８）とを
有し、提示条件送信部（２０１１）はさらに、「嗜好提示条件取得手段」（２０１９）を
有する。なお、２００１から２０１１までの各構成要素については図３から６と同様なた
め、説明は省略する。また、本機能ブロックは、実施形態１をベースにしたものであるが
、コンテンツ利用装置の属性情報送信部と、提示条件サーバ装置の属性情報受信部と、属
性提示条件取得手段、あるいは、提示条件サーバ装置の処理形態識別部と、処理形態別提
示条件取得手段、あるいは両者とも有する場合がある。
【００７２】
　第一種コンテンツ利用装置の「嗜好情報送信部」（２０１７）は、嗜好情報を提示条件
サーバ装置に対して送信する。嗜好情報は、ユーザが入力する自身の利用コンテンツに関
する嗜好を示す情報であり、ユーザが興味のあるジャンルを選択するなどして入力するこ
とを想定している。嗜好情報には、例えば映画やスポーツといった大分類だけでなく、映
画でも邦画、あるいは、コメディなどの指定や、スポーツでも野球中継、あるいは、スポ
ーツニュースなどの指定によって、詳細な分類を入力できるとしてもよい。
【００７３】
　提示条件サーバ装置の「嗜好情報受信部」（２０１８）は、第一種コンテンツ利用装置
から送信された嗜好情報を受信する。
【００７４】
　提示条件送信部（２０１１）の「嗜好提示条件取得手段」（２０１９）は、受信した嗜
好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条
件を取得する。コンテンツ利用装置（Ｘ）からは映画を、コンテンツ利用装置（Ｙ）から
はスポーツを指定する嗜好情報を受信したとすると、コンテンツ利用装置（Ｘ）に対して
は映画に関するコンテンツの、コンテンツ利用装置（Ｙ）に対してはスポーツに関するコ
ンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件が送信される。
【００７５】
　＜実施形態２：実施例３のハードウェア構成＞　図２１は本実施例のコンテンツサービ
スシステムのうち、特にコンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装置のハードウェア構成
の一例を示す概略図である。すでに、コンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装置のハー
ドウェア構成については図１７を用いて説明したので、新規な部分を中心に説明する。
【００７６】
　まず、コンテンツ利用装置（２１１０）がユーザから入力デバイスを介して、嗜好情報
の入力の操作を受け付けた場合にはこれがトリガとなり、ＣＰＵ（２１１１）はＲＡＭ（
２１１３）のワーク領域に展開された嗜好情報送信プログラムを実行する。嗜好情報送信
プログラムは、嗜好情報を提示条件サーバ装置（２１２０）に対して通信回路（２１１４
）を介して送信する。嗜好情報の送信の操作は、ユーザが自身の興味のあるコンテンツの
ジャンルを選択するなどの入力操作が該当し、これらの情報を入力することで、嗜好情報
が送信される。具体的には、様々な嗜好情報を示すテーブルが予めＲＯＭ（２１１２）に
保持されていて、ユーザが選択可能なようにディスプレイなどに提示される。
【００７７】
　続いて、提示条件サーバ装置（２１２０）は、コンテンツ利用装置（２１１０）から送
信された嗜好情報を、通信回路（２１２４）を介して受信し、一旦ＲＡＭ（２１２３）の
データ領域などに格納しておく。このとき、コンテンツ利用装置ＩＤも同様にＲＡＭのデ
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ータ領域などに格納されており、これをトリガとして判断プログラムが実行される。判断
プログラムは、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して所定の提示条件を送信すべき
か判断する。つまり、ＣＰＵ（２１２１）はＨＤＤ（２１２２）に保持されている提示条
件を読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキーとして検索を行う。このとき、ＨＤＤには
嗜好情報に関する提示条件も保持されている。嗜好情報が「映画コンテンツ」を示すもの
であった場合には、提示条件は映画以外のコンテンツについては排除するものである。該
当する提示条件は、通信回路を介してコンテンツ利用装置に対して送信する。
【００７８】
　コンテンツ利用装置では、受信した提示条件を用いてコンテンツリストから限定コンテ
ンツリストを抽出する。例えば、提示条件がコンテンツ提供者を限定するものであった場
合には、コンテンツリストに含まれるコンテンツ提供者の識別情報と提示条件との比較処
理を実行する。提示条件と合致するコンテンツ提供者の識別情報がコンテンツリストに含
まれていた場合には、当該コンテンツを限定コンテンツリストとして抽出する。さらに、
提示条件でコンテンツのジャンルを限定するものであった場合には、コンテンツリストに
含まれるコンテンツのジャンルを示す情報と提示条件との比較処理を実行する。提示条件
と合致するジャンルのコンテンツがコンテンツリストに含まれていた場合には、当該コン
テンツを限定コンテンツリストとして抽出してＲＡＭに格納する。（以降は実施形態１と
同様である。）
　＜実施形態２：実施例３の処理の流れ＞　図２２は、本実施例のコンテンツサービスシ
ステムにおけるコンテンツ利用装置と提示条件サーバ装置間のやり取りに焦点を当てた処
理の流れの一例を説明する。コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置に対して、コン
テンツ利用装置ＩＤと嗜好情報を出力し（Ｓ２２０１）、提示条件サーバ装置はこれを取
得する（Ｓ２２０２）。次に、提示条件サーバ装置は、取得したコンテンツ利用装置ＩＤ
を利用して所定の提示条件を送信すべきか判断する（Ｓ２２０３）。提示条件サーバ装置
は、判断結果が送信すべきとの判断結果である場合には、取得した嗜好情報に応じたコン
テンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得する（Ｓ２
２０４）。続いて、コンテンツ利用装置ＩＤで識別されるコンテンツ利用装置に対して取
得した提示条件を送信し（Ｓ２２０５）、先の判断結果が送信すべきでないとの判断結果
である場合には、処理を終了する。
【００７９】
　続いて、コンテンツ利用装置は、提示条件サーバ装置から提示条件を受信する（Ｓ２２
０６）。また、コンテンツ利用装置は、コンテンツリストサーバ装置からコンテンツリス
トを受信する（Ｓ２２０７）。その後、コンテンツ利用装置は、提示条件に基づいて、コ
ンテンツリストが受信を許可するコンテンツが含まれているか判断を行う（Ｓ２２０８）
。受信を許可するコンテンツが含まれているとの判断結果の場合には、コンテンツリスト
の一部のリストである限定コンテンツリストを抽出して、利用者に対して提示し（Ｓ２２
０９）、利用者はコンテンツを選択するなどして、コンテンツの提供を受ける（Ｓ２２１
０）。受信を許可するコンテンツリストはないとの判断結果の場合には、処理を終了する
。
【００８０】
　＜実施形態２：実施例３の効果＞　本実施例の発明に係るコンテンツサービスシステム
は、ユーザがコンテンツ利用装置から自身の利用コンテンツに関する嗜好を示す嗜好情報
を送信することで、嗜好情報に応じたコンテンツリストのみが利用者に対して提示される
ことになる。提示される情報がユーザの興味のあるものだけに限定されることによって、
有益な情報の中から選択処理を実行することができ、利用者にとって利便性が高いといえ
る。
【００８１】
　＜実施形態２：実施例４の概要＞図２３は、本実施例のコンテンツサービスシステムの
一例を示すものである。本実施例は、実施例３のコンテンツ利用装置（Ｙ）に替わって嗜
好情報送信装置を導入した点が異なる。まず、ユーザは嗜好情報送信装置にて自身の利用
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コンテンツに関する嗜好を示す嗜好情報を入力することで送信する（１）。ここでは、ユ
ーザが興味のあるジャンルとして、嗜好情報送信装置からスポーツを入力したとする。提
示条件サーバ装置は、この嗜好情報を受信して、受信した嗜好情報に応じたコンテンツの
リストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得する。提示条件は、
嗜好情報送信装置と関連付けられたコンテンツ利用装置に対して送信される（２）。この
とき、嗜好情報送信装置からの嗜好情報に応じて、コンテンツ利用装置に対してスポーツ
等のコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件が送信さ
れる。これを受けて、コンテンツ利用装置では、受信した提示条件に基づいてコンテンツ
リストから限定コンテンツリストを抽出する（３）。ここでは、コンテンツ利用装置にお
いてはスポーツ等のコンテンツＢなどを含む限定コンテンツリストが抽出され、利用者に
対して提示される。
【００８２】
　＜実施形態２：実施例４の機能的構成＞　図２４は、本実施例におけるコンテンツサー
ビスシステムの機能ブロックの一例を示したものである。図２４に示す本実施形態のコン
テンツサービスシステムは、「コンテンツサーバ装置」（２４０１）と、「コンテンツリ
ストサーバ装置」（２４０２）と、「提示条件サーバ装置」（２４０３）と、「コンテン
ツ利用装置」（２４０４）と、さらに、「嗜好情報送信装置」（２４２０）と、からなる
。また、提示条件サーバ装置は、「コンテンツ利用装置ＩＤ取得部」（２４０９）と、「
判断部」（２４１０）と、「提示条件送信部」（２４１１）と、さらに、「嗜好情報受信
部」（２４２１）とを有し、提示条件送信部（２４１１）はさらに、「嗜好提示条件取得
手段」（２４１９）を有する。なお、２００１から２０１１までの各構成要素については
図３から６と同様なため、説明は省略する。また、本機能ブロックは、実施形態１をベー
スにしたものであるが、コンテンツ利用装置の各部と、提示条件サーバ装置の属性情報受
信部と、属性提示条件取得手段、あるいは、提示条件サーバ装置の処理形態識別部と、処
理形態別提示条件取得手段、あるいは、これらの両者を有する場合がある。
【００８３】
　「嗜好情報送信装置」（２４２０）は、嗜好情報を提示条件サーバ装置に対して送信す
る。嗜好情報は、ユーザが入力する自身の利用コンテンツに関する嗜好を示す情報であり
、ユーザが興味のあるジャンルを選択するなどして入力することを想定している。嗜好情
報送信装置は、嗜好情報の送信が可能な装置であればその他の機能については特に限定せ
ず、例えばテレビ装置、録画装置、ゲーム機、スマートフォンを含む携帯端末装置などが
挙げられる。このとき、送信した嗜好情報は誰の嗜好であるかが識別できるように、嗜好
情報にユーザ情報を関連付けて送信するとしてもよい。この場合には、コンテンツ利用装
置からコンテンツ利用装置ＩＤを出力する際に、同じユーザ情報を関連付けて出力を行う
ことで、コンテンツ利用装置の利用者は嗜好情報送信装置から送信された嗜好を有するユ
ーザであることが分かる。
【００８４】
　提示条件サーバ装置の「嗜好提示条件取得手段」（２４１９）は、受信した嗜好情報に
応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示条件を取得
する。嗜好情報送信装置からスポーツを指定する嗜好情報を受信したとすると、嗜好情報
と関連付けられたユーザ情報と同じユーザ情報が関連付けられたコンテンツ利用装置ＩＤ
で識別できるコンテンツ利用装置に対して、スポーツ等のコンテンツのリストを含む限定
コンテンツリストを抽出するための提示条件が送信される。
【００８５】
　あるいは、嗜好情報送信装置から嗜好情報を送信する際に、コンテンツの提供を受ける
ために提示条件の送信を要求するコンテンツ利用装置のコンテンツ利用装置ＩＤを嗜好情
報と関連付けて送信するとしてもよい。この場合には、提示条件サーバ装置は、受信した
嗜好情報に応じたコンテンツのリストを含む限定コンテンツリストを抽出するための提示
条件を取得し、嗜好情報に関連付けられたコンテンツ利用装置ＩＤで識別できるコンテン
ツ利用装置に対して提示条件を送信する。
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【００８６】
　＜実施形態２：実施例４のハードウェア構成＞　図２５は本実施例のコンテンツサービ
スシステムのうち、特に嗜好情報送信装置と、コンテンツ利用装置と、提示条件サーバ装
置のハードウェア構成の一例を示す概略図である。この図を利用して、コンテンツサービ
スシステムの各装置の処理実行におけるそれぞれのハードウェア構成部の働きについて説
明する。
【００８７】
　嗜好情報送信装置（２５１０）は、「ＣＰＵ（中央演算装置）」（２５１１）と、「Ｒ
ＯＭ（記憶装置）」（２５１２）と、「ＲＡＭ（メインメモリ）」（２５１３）と、「通
信回路」（２５１４）を備えており、図では省略したが、その他入力デバイスやディスプ
レイなどを備える。また、提示条件サーバ装置（２５２０）は、「ＣＰＵ（中央演算装置
）」（２５２１）と、「ＨＤＤ」（２５２２）と、「ＲＡＭ（メインメモリ）」（２５２
３）と、「通信回路」（２５２４）を備えている。すでに、コンテンツ利用装置と、提示
条件サーバ装置のハードウェア構成については図２１を用いて説明したので、新規な部分
を中心に説明する。
【００８８】
　まず、嗜好情報送信装置（２５１０）がユーザから入力デバイスを介して、嗜好情報の
入力の操作を受け付けた場合にはこれがトリガとなり、ＣＰＵ（２５１１）はＲＡＭ（２
５１３）のワーク領域に展開された嗜好情報送信プログラムを実行する。嗜好情報送信プ
ログラムは、嗜好情報を提示条件サーバ装置（２５２０）に対して通信回路（２５１４）
を介して送信する。嗜好情報の送信の操作は、ユーザが自身の興味のあるコンテンツのジ
ャンルを選択するなどの入力操作が該当し、これらの情報を入力することで、嗜好情報が
送信される。具体的には、様々な嗜好情報を示すテーブルが予めＲＯＭ（２５１２）に保
持されていて、ユーザが選択可能なようにディスプレイなどに提示される。
【００８９】
　このとき、嗜好情報に嗜好情報送信装置のユーザを識別するためのユーザ情報を関連付
けて送信するとしてもよい。その場合には、予めＲＯＭ（２５１２）に保持されているユ
ーザ情報を読み出し、これを嗜好情報の入力の際に関連付けを行って送信する。あるいは
、コンテンツの提供を受けるために提示条件の送信を要求するコンテンツ利用装置のコン
テンツ利用装置ＩＤを嗜好情報と関連付けて送信するとしてもよい。その場合には、予め
ＲＯＭ（２５１２）に保持されているコンテンツ利用装置ＩＤを読み出し、これを嗜好情
報の入力の際に関連付けを行って送信する。
【００９０】
　続いて、提示条件サーバ装置（２５２０）は、嗜好情報送信装置（２５１０）から送信
された嗜好情報を、通信回路（２５２４）を介して受信し、一旦ＲＡＭ（２５２３）のデ
ータ領域などに格納しておく。このとき、嗜好情報に関連付けられたコンテンツ利用装置
ＩＤなども同様にＲＡＭのデータ領域などに格納されており、これをトリガとして判断プ
ログラムが実行される。判断プログラムは、取得したコンテンツ利用装置ＩＤを利用して
所定の提示条件を送信すべきか判断する。つまり、ＣＰＵ（２５２１）はＨＤＤ（２５２
２）に保持されている提示条件を読み出し、コンテンツ利用装置ＩＤをキーとして、提示
条件を検索して絞込みを行う。このとき、ＨＤＤには嗜好情報に関する提示条件も保持さ
れている。嗜好情報が「スポーツ」を示すものであった場合には、提示条件はスポーツに
関するジャンル以外のコンテンツについては排除するものである。該当する提示条件は、
通信回路を介してコンテンツ利用装置ＩＤで識別されるコンテンツ利用装置に対して送信
する。
【００９１】
　＜実施形態２：実施例４の処理の流れ＞　図２６は、本実施例のコンテンツサービスシ
ステムにおける一連の処理の流れを示したものである。嗜好情報送信装置は、提示条件サ
ーバ装置に対して、嗜好情報を送信する（Ｓ２６０１）。このとき、嗜好情報に嗜好情報
送信装置のユーザを識別するためのユーザ情報が関連付けられている場合がある。コンテ
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ンツ利用装置は、コンテンツ利用装置ＩＤを出力する（Ｓ２６０２）。このとき、そのコ
ンテンツ利用装置ＩＤに先のユーザ情報と同一のユーザ情報が関連付けられていれば、提
示条件サーバ装置は、嗜好情報送信装置から送信された嗜好情報に応じた提示条件を、コ
ンテンツ利用装置ＩＤで識別できるコンテンツ利用装置に送信する（Ｓ２６０３）。ある
いは、嗜好情報送信装置が嗜好情報を送信する際に、その嗜好情報にコンテンツの提供を
受けたいコンテンツ利用装置のコンテンツ利用装置ＩＤを関連付けて送信する場合もあり
、この場合には、コンテンツ利用装置からコンテンツ利用装置ＩＤを出力するステップ（
Ｓ２６０２）が省略できる。以降の処理は、図９で示したものと同様なため、説明を省略
する。
【００９２】
　＜実施形態２：実施例４の効果＞　本実施例の発明に係るコンテンツサービスシステム
は、ユーザが嗜好情報送信装置を用いて、自身の利用コンテンツに関する嗜好を示す嗜好
情報を送信し、別の装置であるコンテンツ利用装置にてその嗜好情報に応じたコンテンツ
リストを同じユーザに対して提示することができる。嗜好情報送信装置から嗜好情報を送
信しても、コンテンツの処理能力が高いコンテンツ利用装置にてコンテンツリストを取得
してコンテンツの提供を受けることができるため、利用可能なコンテンツの種類が増え、
利用者にとって利便性が高いといえる。
【符号の説明】
【００９３】
　　０３０１　　コンテンツサーバ装置
　　０３０２　　コンテンツリストサーバ装置
　　０３０３　　提示条件サーバ装置
　　０３０４　　コンテンツ利用装置
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